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１.岡崎市における国道１号の位置づけ



・岡崎市都市計画マスタープランで、東岡崎駅周辺は「都市拠点」として位置
付けられており、国道１号は「東西の幹線道路軸を形成する道路」として位置
付けられ、「国道１号における快適空間づくり」のため未整備区間の整備促進
の方針が示されています。

１.岡崎市における国道１号の位置づけ

対象地域

２



・この地域は、乙川リバーフロント地区公民連携まちづくり基本計画における
「ＱＵＲＵＷＡ戦略※」のエリア内に位置し、安全で快適な歩行者空間、幅
広い道路空間を活用した快適な歩行環境といった将来像が示されています。

※まちの活性化、暮らしの質、エリアの価値向上を図る戦略

３

１.岡崎市における国道１号の位置づけ



・「岡崎市の自転車ネットワーク計画」の中で、事業箇所の国道１号は、
「自転車通行帯を整備する区間」として位置付けられています。

４

事業箇所

１.岡崎市における国道１号の位置づけ



①国道１号は、東京から大阪に至る主要幹線道路であり、経由する都市の
主要な骨格をなす道路であることから、自動車の交通量が非常に多い道路
です。
(自動車交通量：１日あたり約３５，０００台）(大型車混入率：約２４％)

５

2.国道１号の状況

車道の混雑状況



②岡崎市の中心地であり、名鉄東岡崎駅、学校(高校、専門学校)、市役所等
があり、人や自転車の流れが多い道路です。

６

岡崎市役所

県立岡崎商業高校

名鉄東岡崎駅

中部美容専門学校

岡崎日本語学校

事業箇所

1

2.国道１号の状況



①車道１車線あたりの幅員が基準3.25mに対し3mしかありません。

3.国道１号の問題点

７

車道の状況



②歩行者・自転車の往来が多い歩道で最低基準2m程度の幅員のところがあり

ます。

８

歩道の状況

3.国道１号の問題点



③歩道と車道の間に電柱があるため、

災害時の倒壊リスクがあります。

また都市景観として好ましくあり

ません。

９

電柱の状況

3.国道１号の問題点

令和元年台風１５号による電柱倒壊
（千葉県館山市）



■国道１号の問題点

①歩道が狭い箇所があり、通勤通学によるピーク時には自転車や歩行者で

混雑し、安全な交通の支障となっています。

②車道１車線あたりの幅員が狭く、安全な交通の支障となっています。

③地震などの災害時に電柱が倒壊した場合、道路を閉塞するリスクがありま

す。

また都市景観として好ましくありません。

3.国道１号の問題点（まとめ）

１０



１１

4.計画（案）

■計 画
(一般部)

■現 況
(一般部)
拡幅済部

■現 況
(一般部)
未拡幅部

①歩道は、適正
な幅員にします。

④電柱を撤去して
電線を地中化します。

③自転車通行帯を
新たに整備します。

②車線幅は、現状の３．０ｍ
から３．２５ｍに拡幅します。



歩道整備
岡崎公園前

都市計画事業範囲図（１）

至

豊
橋

至

名
古
屋

１２

■都市計画事業範囲

4.計画（案）

都市計画事業範囲



歩道整備

康生通南２丁目

康生通南

都市計画事業範囲図（2）

至

豊
橋

至

名
古
屋

１３

■都市計画事業範囲

島町

4.計画（案）

都市計画事業範囲



■都市計画事業範囲

市役所南市役所南西

菅生町

島町
都市計画事業範囲図（３）

至

豊
橋

至

名
古
屋
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4.計画（案）

都市計画事業範囲



令和 ３年 ４月 国道１号岡崎歩道整備 新規事業化

昭和２７年 ３月 都市計画変更（幅員30ｍ）※幅員縮小

昭和２１年 ８月 都市計画決定（幅員36ｍ）

昭和２１年～昭和３２年 岡崎戦災復興土地区画整理事業

※国道１号について、一部都市計画幅員で未整備の区間あり

平成２２年１２月 都市計画変更（幅員30ｍ）※都市計画区域の再編に伴う変更

５．都市計画事業承認 国道１号都市計画経緯

１５

令和 ３年 ９月 都市計画事業承認告示

令和 ３年１１月 地域住民事業計画説明会、施行者の公告

令和 ４年 １月 都市計画事業承認説明会



１６

５．都市計画事業承認

国道１号岡崎歩道整備
都市計画事業承認範囲

約1.3ｋｍ

都市計画事業の種類及び名称 区 間 延長

西三河都市計画道路事業３・４・５号国道１号線
（国道１号岡崎歩道整備）

起点：愛知県岡崎市菅生町字蟹沢
終点：愛知県岡崎市康生通西四丁目

約1.3km

都市計画事業の対象路線



５．都市計画事業承認

都市計画事業承認とは

１７

都市計画法第５９条に基づき、都市計画で定められた道路
（都市施設）について、国土交通省が事業を施行するため都市
計画事業承認申請を行い、令和３年９月２１日に告示を受け、
同年１１月２９日に施行者の公告を行いました。

都市計画事業承認告示後は、都市計画法に基づく効果 ・
制限が発生します。

都市計画事業承認の告示に伴い土地収用法が適用されます。

この事業に関する関係図書は、岡崎市役所都市計画課で縦覧
ができます。



５．都市計画事業承認

公告内容

項 目 内 容
都市計画事業の種類及び
名称 西三河都市計画道路事業３・４・５号 国道１号線

施行者の名称 国土交通大臣

事務所の所在地 国土交通省中部地方整備局名古屋国道事務所
名古屋市瑞穂区鍵田町二丁目３０番地

事業地の所在

（収用の部分）
愛知県岡崎市菅生町字蟹沢、字菅生及び字元菅、菅生町一丁目、
十王町二丁目、祐金町、島町、六地蔵町、六地蔵町一丁目、唐
沢町一丁目、康生通南一丁目、康生通南二丁目、康生通南三丁
目、康生通西二丁目、康生通西三丁目、康生通西四丁目並びに
康生町地内
（使用の部分）
なし

事業施行期間 令和３年９月２１日から令和１３年３月３１日まで
１８



５．都市計画事業承認

手続保留の告示

項 目 内 容

保留の部分

（収用の部分）
愛知県岡崎市菅生町字蟹沢、字菅生及び字元菅、菅生町一丁目、
十王町二丁目、祐金町、島町、六地蔵町、六地蔵町一丁目、康
生通南一丁目、康生通南二丁目、康生通西二丁目、康生通西三
丁目並びに康生町地内
（使用の部分）
なし

当該事業は以下の地域で土地収用法の適用を保留しています。

１９

今回の告示により土地収用法の適用を受ける範囲は、公有地
（国道1号、岡崎市市有地） のみです。



５．都市計画事業承認

建築等の制限（都市計画法第６５条）

許可の対象となる行為
・土地の形質の変更
・建築物の建築その他工作物の建設
・重量が５ｔを超える物件の設置又は堆積
（容易に分割され、分割された各部分の重量が
それぞれ５ｔ以下のものを除く）

事業地内の事業の施行の障害となるおそれがある土地の形
質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、
又は移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとす
る者は、岡崎市長の許可を受けなければなりません。

２０

問い合わせ先 岡崎市役所都市計画課



５．都市計画事業承認

土地建物等の先買い（都市計画法第６７条）

事業地内の土地建物等を有償で譲渡しようとするときは、
土地建物等の位置、予定対価額、譲渡する相手方等を
施行者に書面で届け出てください。

届出から３０日以内に施行者が買い取る・買い取らない
か通知します。

２１

問い合わせ先
名古屋国道事務所用地第一課 ０５２－８５３－７３２２



５．都市計画事業承認

土地の買取請求（都市計画法第６８条）

事業地内の土地で収用の手続きの保留がされている土地の
所有者は、施行者に対してその土地を時価で買い取るよう
書面で請求できます。 （更地に限ります。）

２２

買取の価額については、請求者と施行者の協議により定め
ます。
協議が成立しない場合は、愛知県収用委員会に裁決申請を
請求することができます。

問い合わせ先
名古屋国道事務所用地第一課 ０５２－８５３－７３２２



５．都市計画事業承認

事業の施行等についての周知看板

２３

１ 都市計画事業の種類及び名称 西三河都市計画道路事業３・４・５号　国道１号線 １ 事業承認の告示があった土地（起業地）
左記４，５のとおり

２ 施行者の名称 国土交通大臣
（注）この土地を表示する図面は、岡崎市役所都市計画課でご覧ください。

３ 事務所の所在地 名古屋市瑞穂区鍵田町二丁目３０番地
（中部地方整備局名古屋国道事務所） ２ 土地価格の固定について

４ 事業地の所在
ア 収用の部分

３ 関係人の範囲の制限について

イ 使用の部分
なし ４ 裁決手続開始の登記について

５ 収用の手続が保留される事業地
ア 収用の部分

５ 損失補償の制限について

６ 事業施行期間 令和３年９月２１日～令和１３年３月３１日
６ 裁決申請の請求について

７ 補償金の支払請求について
　

８ 明渡裁決の申立てについて

９ お知らせの配布について
　なお、この事業に関する関係図面は、岡崎市役所都市計画課で縦覧ができます。

その他不明な点については、下記連絡先におたずねください。

国土交通省中部地方整備局名古屋国道事務所 連絡先 国土交通省中部地方整備局名古屋国道事務所
所在地 名古屋市瑞穂区鍵田町二丁目３０番地 所在地 名古屋市瑞穂区鍵田町二丁目３０番地
事業の施行に関すること 計 　画　 課 電話　０５２－８５３－７３２３ 事業の施行に関すること 計 　画　 課 電話　０５２－８５３－７３２３
用地補償に関すること 用地第一課 電話　０５２－８５３－７３２２ 用地補償に関すること 用地第一課 電話　０５２－８５３－７３２２

お　知　ら　せ　（用地補償について）

　事業承認の告示があった日（都市計画法第７１条第１項に規定する事業の認定の告示があったとみなされる日）
以後に、新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き、関係人に含まれません。

　前記１の土地については、事業承認の告示があった日（都市計画法第７１条第１項に規定する事業の認定の告示
があったとみなされる日）をもって土地価格が固定されることになります。

　都市計画法第６２条第１項の規定により、令和３年９月２１日付で西三河都市計画道路事業３・４・５号国道１号線に

ついて、都市計画事業の承認の告示がなされたので、土地所有者及び関係人の皆様に、都市計画法第７０条の規定

に基づいて適用される土地収用法第２８条の２の規定により、次の事項についてお知らせいたします。

連絡先

お　知　ら　せ　（事業の施行について）

　都市計画法第６２条第１項の規定により、令和３年９月２１日付で西三河都市計画道路事業３・４・５号国道１号線に
ついて、都市計画事業の承認の告示がなされたので、都市計画法第６６条の規定に基づき、次のとおりお知らせいたし
ます。

　その他ご不明な点や詳細については、下記連絡先へおたずねください。また、用地補償等に関する詳しい内容は、
「都市計画法に基づく事業承認が行われたことに伴うお知らせ」に記載されていますので必要な方は、国土交通省
中部地方整備局名古屋国道事務所用地第一課、岡崎市役所都市計画課においでくだされば配布いたします。

　都市計画法第６８条により、収用の手続きが保留されている土地の所有者は、施行者に対しその土地を時価で買
い取るよう請求ができます。買い取る土地の価額は所有者と施行者とが協議して定めることとされています。なお、
土地に他人の権利や物件等が存する土地は請求することができませんので留意してください。

　都市計画法第６７条により、土地建物等を有償で譲渡する場合には、事前に買い主や予定金額等を施行者に届
け出なければなりません。届出から３０日以内に施行者が届出に係る土地建物等を買い取るべき旨を通知したとき
は、予定金額で売買が成立したものとみなされます。

　都市計画法第６５条により、令和３年９月２１日以後は事業地内の土地建物等について、事業の施行の障害とな
るおそれがある土地の形質の変更、建築物や工作物の建設、移動の容易でない物件の設置や堆積を行おうとする
場合は、岡崎市長の許可が必要になります。

　なお、事業地の一部について、都市計画法第６９条の規定により適用される土地収用法第３１条の規定により、都市
計画事業の承認後の収用の手続が保留されるので、あわせてお知らせします。

愛知県岡崎市菅生町字蟹沢、字菅生及び字元菅、菅生町一丁目、十王町二丁目、祐金町、島町、六
地蔵町、六地蔵町一丁目、唐沢町一丁目、康生通南一丁目、康生通南二丁目、康生通南三丁目、康
生通西二丁目、康生通西三丁目、康生通西四丁目並びに康生町地内

愛知県岡崎市菅生町字蟹沢、字菅生及び字元菅、菅生町一丁目、十王町二丁目、祐金町、島町、六
地蔵町、六地蔵町一丁目、康生通南一丁目、康生通南二丁目、康生通西二丁目、康生通西三丁目、
並びに康生町地内

　土地及びその土地に関する所有権以外の権利について、裁決手続開始の登記がなされると、権利者が決まりま
す。そのため、この登記後に権利を継承等した方は、相続等の場合を除き、権利者に含まれません。

　用地補償等に関する詳しい内容は、「都市計画法に基づく事業承認が行われたことに伴うお知らせ」に記載されて
いますので必要な方は、国土交通省中部地方整備局名古屋国道事務所用地第一課、岡崎市役所都市計画課に
おいでくだされば配布いたします。

　明渡裁決の申立ては、土地所有者及び関係人が早期に移転を希望されるときなどは、直接愛知県収用委員会あ
てに申立てをすることができます。

　土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を持っている関係人は、土地又は土地に関する所有権以外の
権利に対する補償金の支払を起業者に対して請求することができます。この補償金の支払請求は、裁決申請の請
求とあわせてしなければなりません。

　裁決申請は、起業者が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を持っている関係人は、
自分が権利を持っている土地について裁決の申請を早く行うよう起業者に対して請求することができます。

　事業承認の告示があった日（都市計画法第７１条第１項に規定する事業の認定の告示があったとみなされる日）
以後に、起業地の形質を変更し、工作物を新築し又は増改築等をするときは、あらかじめ愛知県知事の承認を得な
ければ、これに関する損失の補償は受けられません。



２４

５．都市計画事業承認

都市計画法第６６条
による事業の施行等
周知看板設置位置

市役所西庁舎前
国道1号植栽帯に
設置しました。



①

② ③

④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

２５

６．用地取得



令和３年 ４月 新規事業化

説明会後 幅杭設置説明会（令和４年１月２９日）

幅杭設置着手

用地測量・用地調査着手

用地買収着手

工事着手

予定予定

７.今後のスケジュール

令和３年１０月４日、６日、１２日

総代・役員事業計画説明会

２６

令和4年1月19日 都市計画事業説明会

令和３年 ９月 ６日 都市計画事業承認

（本日）

令和３年 ９月２１日 都市計画事業告示

令和３年１１月２９日 施行者の公告

令和３年１１月２２日、２４日、

２６日 地域住民事業計画説明会


